
管理監督者

対応者

市民局人権企画課 人権啓発・相談センター

行政委員会事務局 差別事象発生時の報告及び対応等イメージ（フロー図）

⑥再発防止
の周知

事象の詳細確認・分析 再発防止の検討

⑤助言等

人権行政推進委員会事務局・人権推進担当者（総務課）

行政委員会事務局 人権行政推進委員会

②速やかに報告！

③速やかに報告！

④速やかに
報告！

行為者

①差別事象発生

行政委員会事務局

行為者が本市職員の場合も市民の場合も、基本的な

流れは変わりません。

※管理監督者不在の場合は柔軟に対応



人権行政推進委員会 協議事項

１．局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組に関すること

２．局における職員に対する人権研修の取組に関すること

３．差別事象が発生した場合の対応及び再発防止に関すること

４．差別のない安心・安全な職場環境の整備に関すること

５．その他委員長が必要と認める事項に関すること
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